
法人名 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由

アクア株式会社 6160001007196 滋賀県長浜市下之郷町７０９ R7.11.28 ～ R7.12.11 2週間
指名停止等措置要領

別表第1第8号
 （一般工事事故）

　当該事業者及び同社従業員は、米原市発注の工事にお
いて、作業員の死亡事故を発生させたとして、労働安全衛
生法違反により起訴され、長浜簡易裁判所から、それぞれ
罰金２０万円の略式命令を受け、令和７年６月にそれぞれ
刑が確定した。

東邦車輛株式会社 1070001024734 群馬県邑楽郡邑楽町大字赤堀４１２０番地 R7.11.28 ～ R8.1.27 (2ヶ月)

日本トレクス株式会社 6180301010542 愛知県豊川市伊奈町南山新田３５０番地 R7.11.28 ～ R8.1.27 (2ヶ月)

新明和工業株式会社 7140001082323 兵庫県宝塚市新明和町１番１号 R7.11.21 ～ R8.1.20 (2ヶ月)

極東開発工業株式会社 7140001068512 大阪府大阪市中央区淡路町２丁目５番１１号 R7.11.21 ～ R8.1.20 (2ヶ月)

Ｄａｉｇａｓガスアンドパワーソリュー
ション（株）

1120001224163 大阪府大阪市中央区道修町３丁目５番１１号 R7.11.21 ～ R8.1.1 6週間
指名停止等措置要領

別表第2第13号
 （建設業法違反行為）

　当該事業者は、広島県内、秋田県内及び福島県内の複
数の民間発注の工事において、建設業法第２６条第１項の
規定に違反して、当該工事現場に資格要件を満たす主任
技術者を配置しなかった。このことが建設業法第２８条第３
項に該当するとして、令和７年９月２２日、大阪府知事より
営業停止処分（７日間）を受けた。

株式会社エレパ 8490001000190 高知県高知市南御座２番１２号 R7.11.21 ～ R8.1.1 6週間
指名停止等措置要領

別表第2第13号
 （建設業法違反行為）

　当該事業者は、民間発注の工事において、建設業法第３
条第１項の規定に違反して、同項の許可を受けずに、その
請負金額が建設業法施工令第１条の２第１項に定める金
額以上となる建設工事を請け負った。このことが建設業法
第２８条第２項第２号に該当するとして、令和７年１０月２
日、高知県知事より営業停止処分（３日間）を受けた。

株式会社岡島電設工業 6150001019481 奈良県磯城郡田原本町宮古６９５－１ R7.11.14 ～ R7.12.25 6週間
指名停止等措置要領

別表第2第13号
 （建設業法違反行為）

　当該事業者は、同社が請け負った奈良県奈良市内の工
場新築工事において、建設業法第３条第１項第２号に規定
する特定建設業の許可を有していないにもかかわらず、元
請業者として同号の政令で定める金額を超える下請負契
約を締結した。このことが、建設業法第２８条第１項第２号
に該当するとして、令和７年９月１１日、奈良県知事から建
設業法第２８条第３項に基づく営業停止処分（７日間）を受
けた。

株式会社ジェイアール東日本企画 7011001029649 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号 R7.11.11 ～ R8.8.10 9ヵ月
指名停止等措置要領

別表第2第15号
 （不正又は不誠実な行為）

　当該事業者は、国土交通本省及び観光庁が令和５年度
に交付した補助金２件（※）に関して、実際の従事状況に基
づくことなく算定した人件費を、当該補助金交付のため必要
な実績報告書等に記載して国土交通本省等に提出し、補
助金を過大に請求していた。

（※）「住宅市街地総合整備事業補助金（空き家対策総合
支援事業（モデル性の高い空き家対策に関する広報等を
行う事業））」及び「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助
金（観光再始動事業）」

株式会社中央技術コンサルタンツ 5011101013001 東京都新宿区西新宿８－５－１ R7.10.24 ～ R7.12.23 (2ヶ月)
指名停止等措置要領

別表第2第8号ロ
 （公契約関係競売等妨害又は談合）

　当該事業者の東北支店長は、宮城県気仙沼市が発注し
た業務の入札において、気仙沼市職員が漏洩した情報を
入手し、公正な入札を妨害したとして、令和７年７月２１日、
宮城県警察に公契約関係競売入札妨害の容疑で逮捕さ
れ、令和７年８月８日、仙台地方検察庁に公契約関係競売
入札妨害の罪で起訴された。
　その後、当該事業者の東北支店長は、同市が発注した別
の業務においても、同市職員が漏洩した情報を入手し、公
正な入札を妨害したとして、令和７年８月２０日、仙台地方
検察庁に公契約関係競売入札妨害の罪で追起訴された。

株式会社東技コーポレーション 8120901033228
大阪府大阪市淀川区宮原１丁目１９番２３号
ステュディオ新御堂８１３号

R7.7.25 ～ R7.12.24
(3ヶ月
＋2ヶ
月)

指名停止等措置要領
別表第2第13号

 （建設業法違反）

　（株）東技コーポレーションは令和7年4月1日付けで建設業許可
部局（大阪府）より以下の事由を原因として、建設業法第28条第3
項の規定に基づく営業停止処分（25日間）を受けた。
①　当該事業者は大阪市発注の工事（以下「本件工事」という。）
において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工事現
場に専任の主任技術者として配置されていたA氏を建築工事業の
資格なく他の資格で専任の主任技術者として配置する（加えて同
氏は他社の現場代理人となっている。）など適格な主任技術者を
配置せず、同法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った
建設工事を一括して（株）ケイテックに請け負わせた。
②　当該事業者は経営規模等評価の申請において、①のとおり、
本件工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反して、一括して
（株）ケイテックに請け負わせていたが、当該工事を実質的に行っ
ているとは認められないため当該工事の金額を完成工事高に含
めて記載するべきでないところ、建設業法第27条の26第2項から
第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」に、当該工事を施工
したとして当該工事の金額が建築一式工事の完成工事高に含ま
れるとする記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大阪
市に提出し、大阪市がその結果を建築一式工事に係る資格審査
に用いた。
　また、令和7年4月1日付けで建設業許可部局（大阪府）より、以
下の事由を原因として、建設業法第28条第1項柱書及び第21号に
基づく指示処分を受けた。
①　当該事業者は大阪市発注の工事において、建設業法第26条
第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者とし
て配置されていたA氏を専任の主任技術者として配置した。
②　当該事業者は経営規模等評価の申請において、建設業法第
27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社に
雇用されて他の工事現場の現場代理人となっていたにもかかわら
ず、同氏を「技術職員名簿」に記載をした。

指名停止期間

指名停止等措置要領
別表第2第5号

 （独占禁止法違反行為）

　当該事業者らは、かねてから、自社の営業戦略を検討す
る材料の一つとするため特定トレーラの車種ごとの納期の
目安に関して情報交換を行っていたところ、特定トレーラの
原材料の一つである鋼材の価格が高騰していたことから、
特定トレーラの販売価格を引き上げる旨や引き上げる金額
の目安等について情報交換を行い、遅くとも令和3年12月
22日までに、令和4年2月1日頃以降に販売する特定トレー
ラの販売価格を引き上げることを合意した。
　また、令和4年2月以降も、引き続き鋼材の価格が高騰し
ていたことから、遅くとも同年7月12日までに、同年8月1日
頃以降に販売する特定トレーラの販売価格を引き上げるこ
とを合意した。
　加えて、令和4年8月以降も、引き続き鋼材の価格が高騰
していたことに加え、アルミ等の他の特定トレーラの原材料
の価格等が高騰していたことから、遅くとも同年12月22日ま
でに、令和5年2月1日頃以降に販売する特定トレーラの販
売価格を引き上げることを合意した。
　令和7年9月24日、公正取引委員会は、上記の行為は独
占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして公表し
た。また日本トレクス（株）に対して、排除措置命令及び課
徴金納付命令を行った。

指名停止等措置要領
別表第2第5号

 （独占禁止法違反行為）

　当該事業者らは、かねてから、月1回の頻度で開催する2
社の部長級の者の会合において、特定特装車製品の販売
価格等に関して情報交換を行っていたところ、鋼材等の特
定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅
くとも令和4年2月4日までに、同年4月1日以降に販売する
特定特装車製品の販売価格を引き上げることを合意した。
加えて、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰
していたことから、遅くとも令和5年2月7日までに、同年4月1
日以降に販売する特定特装車のうち特に販売価格の引上
げが必要であった塵芥車（じんかいしゃ）に取り付けられる
架装物及びテールゲートリフタの販売価格を更に引き上げ
ることを合意した。令和7年9月24日、公正取引委員会は、
上記の行為は、独占禁止法第2条第6項に規定する不当な
取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するも
のであるとして公表した。また極東開発工業（株）に対して、
排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。



法人名 法人番号 住所 該当事項 指名停止理由指名停止期間

株式会社北陽 2120001167312 大阪府大阪市東淀川区菅原７－１－２１ R7.7.25 ～ R7.12.24
(3ヶ月
＋2ヶ
月)

指名停止等措置要領
別表第2第13号

 （建設業法違反）

　（株）北陽は令和7年3月31日付けで大阪府より、以下の事由を
原因として、建設業法第28条第3項及び第5項の規定に基づく営
業停止処分（25日間）を受けた。
①　当該事業者は大阪市発注の工事において、建設業法第26条
第3項の規定に違反して、他の工事現場に専任の主任技術者とし
て配置すべきA氏を主任技術者の配置に専任を要する本件工事
の工事現場に非専任の主任技術者として配置する（加えて、他社
の現場代理人でもあった）など適格な主任技術者を配置せず、建
設業法第22条第1項の規定に違反して、その請け負った建設工事
を一括して（株）タケムラに請け負わせた。
②　当該事業者は、経営規模等評価の申請において、建設業法
第27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、A氏が他社
の工事の現場代理人となっていたにもかかわらず、同氏を「技術
職員名簿」に記載をした。これにより得た経営事項審査結果を大
阪市等に提出し、大阪市等がその結果を建築一式工事に係る資
格審査に用いた。
　また、令和7年3月31日付けで大阪府より、以下の事由を原因と
して、建設業法第28条第1項及び第4項の規定に基づく指示処分
を受けた。
①　当該事業者は大阪市発注の3件の工事（以下「本件工事」とい
う。）において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、他の工
事現場に専任の主任技術者として配置すべきA氏を主任技術者
の配置に専任を要する本件工事の工事現場に非専任の主任技
術者として配置した。
②　当該事業者は経営規模等評価の申請において、建設業法第
27条の26第2項から第4項までの規定に違反して、「工事経歴書」
に本件工事うち、2件の工事の工事現場に配置した主任技術者を
A氏と記載すべきところ、B氏と記載をし、また、（株）ケイテックか
ら請け負った当該工事を、建設業法第22条第1項の規定に違反し
て、一括して（株）タケムラに請け負わせていたが、当該工事を実
質的に行っているとは認められないため当該工事の金額を完成
工事高に含めて記載するべきではないところ、当該工事を施工し
たとして当該工事の金額が鋼構造物工事の完成工事高に含まれ
るとする記載をした。


